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1. 青少年事業の重要性
＜体験活動が青少年の人格的成長に与える影響について＞

幼少期における異年齢の子どもたち同士での「群れ遊び」を通じて、自然と力加減や人の痛みを

知り、思いやりが育まれる。

子どもの頃に自然の中で思い切り遊んだ体験は、思い切り命を燃やして生きた記憶として、その

後人生で行き詰まったときに、最後の心の支えとなってくれる。

メディアを中心に世の中に流通している情報は、ほぼ全てが、心地よく感じられるよう計算され加

工された情報であり、そのような環境の中でのみ育ってくると人間としての「許容量」が狭いままに

なってしまう。自然の中で、気持ちの悪い物や不快な物にも触れながら、その存在を認める経験を

積むことで、大人になったときに、思い通りにならない他者や状況に直面したときにも、うまく対応し

ていくことができるようになると考えられる。

出典：文部科学省 「中央教育審議会スポーツ・青少年分科会青少年の体験活動の推進の在り方に関する部会」これまでの意見のまとめ より抜粋
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/gaiyou/1312731.htm



1. 青少年事業の重要性
＜現代的課題に対する体験活動の意義について＞

特に、不登校などの課題を抱える子どもたちに対しては、楽しみながら色々な世界の入り口を見

せることができる、体験活動を取り入れた教育が不可欠である。

地域文化の継承のためには、体験活動を通じて地域のつながりなど重要な価値観を伝えていく必

要がある。

今後社会で求められるコミュニケーション能力や自立心、主体性、協調性、チャレンジ精神、誠実

性、責任感を育むためには、社会貢献活動や集団活動等様々な体験活動が必要不可欠であり、

学校教育と社会教育が協働して体験活動の充実を図る必要がある。

自然環境や海外の人々とのつながりを持って生きる次代のリーダー育成のためには、自然の偉

大さを体験したり、海外の人々と共に自然の中で問題を解決しながら進んでいく体験をしたりするこ

とが重要である。

出典：文部科学省 「中央教育審議会スポーツ・青少年分科会青少年の体験活動の推進の在り方に関する部会」これまでの意見のまとめ より抜粋
https://warp.ndl.go.jp/info:ndljp/pid/11402417/www.mext.go.jp/b_menu/shingi/chukyo/chukyo5/gaiyou/1312731.htm



2. 市における青少年事業の位置づけ

平成21年４月

から子ども部
子ども支援課
にて所管



2. 市における青少年事業の位置づけ
第四次我孫子市子ども総合計画 （令和２年３月策定）

我孫子市第
三次生涯学
習推進計画

我孫子市第
２期教育振
興基本計画

第四次我孫
子市子ども
総合計画



3. 国や県における青少年事業の位置づけ

内閣府

子ども・若者育成支援推
進法

平成22（2010）年４月施
行

出典：内閣府ＨＰ
https://www8.cao.go.jp/youth/wakugumi.html



3. 国や県における青少年事業の位置づけ
内閣府

子ども・若者育成支援推
進大綱

第１次

平成22（2010）年度策定

第２次

平成27（2015）年度策定

第３次

令和３年４月策定



3. 国や県における青少年事業の位置づけ

内閣府

「子ども・若者育成支援推進
大綱」

第１次

平成22（2010）年度策定

第２次

平成27（2015）年度策定

第３次

令和３年度策定

＜施策の具体的な内容＞

1. 全ての子供・若者の健やかな
育成

2. 困難を有する子供・若者やそ
の家族の支援

3. 創造的な未来を切り拓く子
供・若者の応援

4. 子供・若者の成長のための社
会環境の整備

5. 子供・若者の成長を支える担
い手の要請・支援



千葉県

第３次千葉県青少年総合
プラン

平成30年３月策定

計画期間：

平成30年度～令和４年度

3. 国や県における青少年事業の位置づけ



3. 国や県における青少年事業の位置づけ

千葉県

第３次千葉県青少年総合
プラン

平成30年３月策定

計画期間：

平成30年度～令和４年度

出典：千葉県ＨＰ
https://www.pref.chiba.lg.jp/kkbunka/keikaku/seisyounen/
2018/3rdplan.html

⑩多様な主体による取組の推進と連携

青少年相談員活動の充実／青少年育成団体等との連携／青少年育
成活動の担い手の育成・確保／市民活動団体等との連携・協働



4. 青少年事業（４事業）
①青少年相談員事業への支援

青少年相談員は青少年を対象としたイベント等を行うボ

ランティア。

千葉県知事と我孫子市長から委嘱を受け、「我孫子市

青少年相談員連絡協議会」として活動。

委嘱時に20歳～55歳である方が条件の一つ。

※千葉県青少年相談員設置要綱では、「対象者」を「おおむね小
学校就学時より18歳までのものとする」と定められている。



4. 青少年事業（４事業）
①青少年相談員事業への支援

＜我孫子市青少年相談員の主な活動＞

市内小・中学生を対象としたイベントの主催

市内各地域および小・中学校での児童・生徒向けイベントへの協力

（地域祭礼・学校バザー等）

市が開催する子ども関係イベントへの企画参加・実施協力

（Enjoy手賀沼！、げんきフェスタ、あびこ子どもまつり）

各種研修、会議の実施

我孫子市青少年相談員広報誌「ふりーうぇい」の発行、公式フェイスブック運営、他広報活動



4. 青少年事業（４事業）
③あびこ子どもまつり

平成７（1995）年 第１回あびこ子どもまつり開催

令和元（2019）年 第25回あびこ子どもまつり開催



4. 青少年事業（４事業）
②げんきフェスタ

平成８（1996）年 第１回げんきフェスタ開催



4. 青少年事業（４事業）
②げんきフェスタ、③あびこ子どもまつり

＜行事の主旨・目的＞

参加する子ども自身が

大人と力を合わせてイベントを

創り上げること

子どもを支える大人が交流を

深めること

体験機会
の提供

異年齢の子
との交流

団体間の
ネットワーク
力強化

地域の
活性化



4. 青少年事業（４事業）
④子ども向け情報紙の発行及びホームページの運営

＜背景＞

学校週５日制

平成４（1992）年度 月１回の学校週５日制

平成７（1995）年度 月２回の学校週５日制

平成14（2002）年度 完全学校週５日制

文部省「全国子どもプラン」（平成11年度～13年度）

「地域で子どもを育てる環境を整備し、親と子どもたちの
さまざまな活動を振興する体制を整備する」

ボランティアを中心に運営
地域の子どもの自然体験や子育て
サークル等の活動について
①民間も含めたさまざまな関係機関
や地域の関係者から情報を収集す
る

②年４回程度情報紙を作成し情報
提供を行う。情報紙は子どもや親が
身近に手に入れやすい場所に置く

③指導者、ボランティアの団体や活
動などの相談紹介を行う



4. 青少年事業（４事業）
④子ども向け情報紙の発行及びホームページの運営

＜我孫子市での大まかな動き＞

平成12年12月 「我孫子市子どもセンター あびっ子ネット」発足

★平成13年度から平成15年度まで国の事業として実施

↓

平成14年度から平成15年度 国の事業として終了することを受け市と団体とで協議

↓

平成16年度 市長の意向を受け、市からの委託事業として継続

★団体名を「あびこ子どもネットワーク」に変更
令和２年
発足20周年



青少年事業（４事業）
④子ども向け情報紙の発行及びホームページの運営

＜情報紙＞

年４回程度発行。

市内の幼稚園・保育園、認定こども園等の園児、小中学校の児童・生徒に配布。

公共施設や駅などにも配架。

＜ホームページ＞

情報紙の最新号のほか、紙面に載せきれなかったイベント情報などを掲載し随時更
新しています。



最後に
青少年事業は、我孫子市と各事業に携

わる組織の皆さんとが“両輪”として成り
立っている。

青少年の健全育成のためには、青少年
事業（４事業）を通した体験機会の提供が
重要。


